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生物多様性バンキング等に関するオースト
ラリア調査報告

札幌弁護士会　木場　知則

1　はじめに
　開発行為が生態系に大きな悪影響を与えることは日本
においても数多くの実例で明らかですが、開発行為など
の人間活動が生態系に与えた影響を、その場所とは異な
る場所に多様性を持った生態系を構築・維持することに
より補償するシステムが、生物多様性オフセットです。
また、開発行為者に代わって補償を行う組織があり、開
発行為者は当該組織に金銭的な支出を行うことで補償を
なしたとされる制度があり、これは生物多様性バンキン
グ（以下、単に「制度」といいます。）と呼ばれています。
　この制度を導入している国には、アメリカ合衆国やド
イツがありますが、今回、自然保護部会では、州ごとに
独自の制度を有するオーストラリアを、2011年10月９日
から16日までの日程で視察し、ニューサウスウェールズ

（NSW）州とヴィクトリア（VIC）州の関連団体からレ
クチャーを受けてきました。

2　NSW州の制度
　NSW州はシドニーを擁する州です。
　我々はまず州の環境省の職員から、同州の制度につい

てヒアリングを行いました。それによれば、開発を行い
たい者は、バイオバンキング・トラストファンドに金銭
を積み立てます。一方、良好な土地を有するバイオバン
クサイトオーナーは、この土地を適正に管理することで
ファンドから管理費や利潤が支給されます。このように
して、オフセットが成り立っているということでした。
ヒアリング後、近い将来バイオバンクサイト候補地にな
る見込みだという、シドニー郊外の場所も訪問しました。
　次に、シドニーから車で１時間程の場所にある、同州
の森林局が管理する施設を訪問し、職員から同州の木材
供給の実情や森林保護政策についてヒアリングを行った
後、敷地内の森林を案内してもらいながら散策しまし
た。ちょうど現地の中学生と思われる団体も野外活動と
してこの施設を訪れており、環境教育にも利用されてい
ることを実感しました。

3　VIC州の制度
　VIC州はメルボルンを擁する州です。
　まず我々はメルボルン郊外にあるムーンリット・サン
クチュアリーを訪れ、ナイトツアーでガイドからオース

5　最後に、藤原猛爾弁護士より、閉会挨拶があり、本
シンポの議論を踏まえ、現実に制度化できるものは早期

に実現すること、現地の住民のために切実さを持って訴
訟等に臨むこと等が述べられた。
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視察報告　米国における公共事業の規制
沖縄弁護士会　喜多　自然

1　はじめに
　公害対策・環境保全委員会では、旧来より、公共事業
問題に取り組んできたが、この度、環境法部会を中心
に、2011年９月18日から26日、米国で調査を行った。19
日及び20日は、バーモント州にあるバーモントロース
クールを訪問し、環境法の講義の聴講、米国の環境法制
全体を概観するクリニックの受講などを行った。
　21日からは、ワシントンDCで、政府機関２か所、
NGO３か所を訪問し、公共事業の規制のあり方につい
て説明を受けた。
2　充実した環境保護法制の存在
　米国の制度の最大の特徴は、環境に影響を与える事業
を規制する強力な法律がいくつも存在することである。
特に重要なのが、米国連邦環境影響評価法（NEPA）で
ある。NEPAでは、情報公開、市民の意見を述べる権利
が充実している。また、ある事業を行うに当たっては、
何もしないという案も含め、合理的な代替案を検討しな
ければならない。NEPAは、政策や計画に対しても適用
される。
　また、NEPAの手続の中で行われる費用対効果分析に
おける費用は、事業費といった直接的な費用にとどまら

トラリアに生息する希少野生動物の保護増殖活動の様子
を聞きながら、保護されている動物たちを観察して回り
ました。施設内には、定番のコアラのほか、絶滅が危惧
されるタスマニアデビル、キタケバナウォンバットなど
がおり、愛苦しくも不思議な生態に見入ってしまいまし
た。
　また、VIC州の環境省内では、同州の制度の企画者、
担当者らからヒアリングを行いました。同州では、オフ
セットを達成するための制度として、土地所有者の申請
する領域を州政府がクレジットとして登録する「ブッ
シュブローカー」という制度を設けているとのことで、
その後、実際にブッシュブローカーの一つを訪ねてみま
した。ここでは境界上に電気が流れるフェンスで敷地全
体が囲ってあり、外部からキツネや野良猫などの外敵が
侵入しないようにしてあります。約400haの敷地内には
樹木が多数存在し、丘陵地や大きな岩場、そして草原な
どいくつもの地形が混在しており、数種類、約300匹の
動物が野生に近い環境で生息しているとのことでした。
そして、この保護活動の達成状況に応じて、一定の収益
金を受け取っているとのことでした。

4　終わりに
　今回訪問した２つの州では、制度の運用は概ね順調で
あり、徐々に予算規模や取引数も増加しているとのこと
でした。
　この制度は開発行為者にコストを負担させることで、
回避、最小化、代替というミティゲーションを実効化で
き、また、オフセット地の保全が確実になされるという
メリットがある反面、コストさえ支払えば良いとして開
発が助長されるのではないかという批判もあり、日本へ
の導入については賛否両論があろうかと思います。
　しかしながら、一度決定されると止まらないのが日本
の開発の実態であり、このことを考えると、制度の導入
は開発を控える方向に働くため、生態系保全に有意では
ないかとも思えます。
　いずれにしても、オーストラリアの制度を参考にしつ
つ、日本でも導入すべきかどうか、そして導入するとし
た場合にはどのような制度設計をすべきなのか、今後さ
らに調査や議論をしていかなければならないと思いま
す。

ず、間接的、累積的な費用まで含まれる。失われる生態
系サービスについても、考慮する必要がある。
　その他にも、水質浄化法、種の保存法による強力な規
制がある。
　公共事業の規制のためには、行政に対して、費用対効
果の方法や対象、範囲などについて、手続面、実体面と
もに義務付ける法律が存在することが重要である。この
点が極めて貧弱な日本との最大の違いである。
3　公共事業を規制する政府機関の存在
　日本では、公共事業を推進する省庁が権力を持つ一
方、それを規制する省庁はほとんど実効力を持たない
が、米国は異なる。
　米国環境保護庁（EPA）は、日本の環境省よりも深
く環境問題に関与している。NEPAの中で意見を述べた
り、問題があると判断した場合にはホワイトハウスに通
告し、それに基づきホワイトハウスが事業を中止させる
権限を持っている。
　米国エネルギー規制委員会（FERC）は、エネルギー
問題に関する独立の委員会である。エネルギー問題に関
する官庁、NGO、市民などからの意見をもとに、事業の
環境に対する影響の科学的分析まで広く手がけている。
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　日本においても、事業推進の官庁から独立した、規制
のための組織が必要である。
4　NGOの役割
　米国には、多くの環境NGOが存在する。Environmental 
Law Instituteは、環境法政策を改善するために、制度
の調査活動や情報提供を行うNGOである。一方、Earth 
Justiceは、訴訟を中心に行うNGOであり、環境に関す
る重要な最高裁判例に原告として関与している。
　また、個別の環境問題に取り組むNGOもあり、チェ
サピーク湾財団は、チェサピーク湾の水質浄化事業に取
り組むNGOである。この財団は、水質の悪化したチェ
サピーク湾の浄化のため、住民の立場から、研究、調
査、訴訟などを行っている。
5　弁護士の役割
　米国では、環境保護に関して果たす弁護士の役割も大
きい。NGOでは、弁護士が専属のスタッフとして働い
ている。政府機関にも、科学者などのほか、ロースクー
ルの元教授、ロースクールの卒業生、環境弁護士などが働
いている。
　重要な役割を果たしているのはロースクールである。
教授は、学生に向けて、「皆さんが将来環境弁護士とな
り、クライアントから事件の依頼を受けたら、どのよう

な選択肢を提示し、どのような説明をするのか。」との
問いかけをし、常に実務を意識している。
　日本でも環境問題専門の弁護士が社会で大きな役割を
果たすことが必要である。
6　法の支配と民主主義
　米国では、水質浄化法、種の保存法などには市民訴訟
条項があり、原則誰でも訴訟を提起できる。それ以外の
場合でも、原告適格は極めて広く、何らかの環境的利益
を有する者は訴訟の提起が可能である。
　法に違反した状態は許されない、本来はその状態を是
正する議会や行政が機能しない場合には、市民がそれを
是正すべきであるという、徹底した法の支配が根底にあ
る。
　また、とくに情報公開が重視されている。政府の保有
する情報は市民の情報であり、その情報に基づき、公共
事業を行うかどうかを最終的に決めるのは市民である。
話を伺った弁護士は、最終的には世論の喚起して、世論
の力で政治を動かし、議会を通して事業を止めるしかな
い、と述べていた。情報公開は民主主義が機能する大前
提である。
　本物の法の支配と民主主義を実感する視察となった。
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大阪・泉南アスベスト国賠訴訟　大阪高裁不当判決
大阪弁護士会　西本　哲也

新刊紹介『水俣の教訓を福島へ』（原爆症認
定訴訟熊本弁護団編著・花伝社）

福岡県弁護士会　高橋　謙一

　2011年８月25日、大阪高裁第14民事部（三浦潤裁判
長）は、国の責任を認めた大阪地裁判決を取り消し、原
告らの請求を全て棄却した。
　泉南地域は中小零細の石綿工場が集中立地し、100年
間に亘りわが国の石綿紡織品の生産を一手に担ってき
た。その中で、激甚な石綿飛散により「地域ぐるみ」の
深刻な石綿被害が発生した。
　重要なのは、国が、戦前からの調査により深刻な被害
や石綿の発がん性などの危険性を詳細に把握していたに
もかかわらず、経済発展を優先し、長期に亘って必要な
規制権限の行使を怠ったことである。
　2010年５月19日の大阪地裁判決は、こうした事実と正
面から向き合い、国の規制権限不行使の違法を認めた。
   ところが、大阪高裁判決は、工業技術や産業の発展に
よって生命や健康が犠牲になってもやむを得ないとする
驚くべき判断基準を示して国に広範な裁量を認め、国を
免罪した。これは、最新の医学的知見や科学技術の発展

　「ミナマタは公害・環境問題の原点（あるいは教科書）
である」
　よく聞くフレーズですが、実際に、公害・環境問題に
携わったことがある方で、ミナマタを少しでも聞きか
じった方ならば誰でも、この文句が正鵠を射ていること
に首肯なさるでしょう。
　私自身も、廃棄物問題や諫早湾干拓事業差止訴訟など
をやりながら、国が何か策略するたびに「またミナマタ
と同じことをするのか」という既視感に囚われます。正
しく馬奈木弁護士が戯言で歌う「この道はいつか来た
道、ああ、さうだよ、ミナマタで国がやってた」です。
　ですから、フクシマだって、放っておくとミナマタと
同じ経過をたどる恐れがあること、あるいは逆に、正し
い解決を勝ち取るためにはミナマタの教訓を生かさなけ
ればならないことは、わざわざ指摘されるまでもなくわ
かっていたつもりです。

に則して「適時かつ適切に」規制権限を行使すべきとす
る水俣病関西訴訟最高裁判決などに逆らう判断である。
   しかも、判決は、泉南地域の石綿工場の実態を無視
し、あろうことか、長期に継続的かつ大量に発生した泉
南石綿被害の全責任を労働者や小規模零細の事業主に転
嫁した。
   「国は、国民の生命・健康を最大限尊重する義務を負
う」とした憲法13条に明らかに反すると言わざるを得な
い。
　本年３月28日に２陣地裁判決が予定され、続いて首都
圏建設アスベスト訴訟など複数のアスベスト国賠訴訟に
おいて司法判断が出される見通しである。
　全ての石綿被害の救済と根絶のためには、最高裁にお
いて不当判決を覆し、国の責任を明確にすることが必須
である。弁護団は、全国各地の弁護団と連携し、逆転勝
訴に向けて全力で闘う決意を新たにしている。

　しかし、この『水俣の教訓を福島へ』を読んで、改め
て、その必要性を痛感します。
　これは、2011年７月２日に熊本市で開かれた「水俣の
教訓を福島へ」というシンポジウムをまとめたわずか
100余頁の薄いリーフレットです。しかし決して侮って
はいけません。発言者のほとんどは、長年水俣病問題
に、現場で直に患者と接しながら取り組み続けた方で、
しかも、その経験を基に原爆症の未認定者の救済に尽力
してきた方です。その重みは行間に滲み出ており、読め
ば読むほどこの問題への理解が深まります。しかも薄い
がゆえに何度でも読み返せます（私はすでに３度読みま
した）。
　原発問題に関与なさる方はもとより、そうでない方
も、ぜひ一冊、手元に留め置き、熟読玩味していただき
たいと思います。
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